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結 婚 相 談
配偶者を紹介いたします。お気

軽にどうぞ。相談日は木・日曜・
祝日を除く毎日。午前9時～午後
4時( 土曜日は半日) 、区役所1
階区民相談 室。
特に女性の方の来所をお待ちし

てい ます。

四
月
に
二
つ
の
選
挙

区
長
選
二
十
三
年
ぶ
り
に
復
活

都
知
事
1
3
日
、
区
長
・
区
議
2
7
日

四
月
に
は
、
十
三
日
に
都
知
事
、
二
十
七
日
に
区
畏
と
区
議
会
議
員
の
選
挙
が
行
な
わ
れ
ま

す
。
物
価
狂
乱
が
叫
ば
れ
る
昨
今
、
区
政
・
都
政
の
果
た
す
役
割
は
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
い

ま
す
。
区
民
の
み
な
さ
ん
に
最
も
密
一
し
た
、
区
と
都
の
選
挙
、
そ
し
て
、
二
十
二
年
ぶ
り
に

復
活
し
た
、
区
長
公
選
制
度
、
す
み
よ
い
足
立
を
作
る
た
め
、
必
ず
投
票
し
ま
し
よ
う

。

区
長
は
区
民
の
選
挙
で

選
ば
れ
ま
す

昨
年
五
月
に
行
な
わ
れ
た
、
地
方
自

治
法
の
改
正
に
よ
り
、
特
別
区
の
区
長

は
、
区
民
の
み
な
さ
ん
の
手
で
選
ば
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
区
長
公
選
制
度
は
、
昭
和
二
十

七
年
九
月
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
又

議
会
で
選
ば
れ
る
制
度
に
変
わ
り
、
珊

在
ま
で
つ
づ
い
て
い
ま
し
た
。

四
月
二
十
七
日
に
行
な
わ
れ
る
区
4

選
挙
は
、
二
十
三
年
ぷ
り
に
復
活
し
た

区
長
選
挙
と
い
え
る
わ
け
で
す
。

こ
の
日
は
、
区
議
会
議
員
の
選
挙
も

行
な
わ
れ
ま
す
。
区
民
の
皆
さ
ん
に
最

も
身
近
か
な
、
区
の
首
最
と
議
員
の
遭

挙
が
同
時
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
み
な
さ
ん
の
一
票
一
票
の
積
み

重
ね
が
、
区
政
に
反
映
さ
れ
ま
す
。
忘

れ
す
に
蛻
票
し
ま
し
ょ
う
。

郵
便
投
票
制
度
が

実
施
さ
れ
ま
す

四
月
に
行
な
わ
れ
る
都
知
事
選
挙
、

区
長
・
区
議
会
議
員
選
挙
か
ら
、
か
ら

だ
が
不
自
由
で
投
票
所
へ
行
け
な
い
方

も
、
家
に
い
た
ま
ま
郵
便
で
投
票
で
瘴

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
郵
便
投
票
が

で
き
る
の
は

身
体
障
害
者
手
類
(
ま
た
は
戦
傷
病

者
手
帳
)
を
お
持
ち
の
方
で

①
両
下
肢
・
体
幹
の
障
害
の
程
度
が

一
級
ま
た
は
二
級
の
方
(
戦
傷
病
の

場
合
は
恃
別
項
症
か
ら
第
二
項
症
)

②
心
臓
、じ
ん
臓
ま
た
は
呼
吸
器
の

障
害
の
程
度
が
一
級
ま
た
は
三
級
の

方
(
戦
傷
病
の
場
合
は
特
別
項
症
か

ら
第
三
項
症
)

■
郵
便
投
票
を
ご
希
望
の
方
は
、
ま
え

も
っ
て
「
郵
便
投
票
証
明
書
」
の
交
付

を
お
受
け
く
だ
さ
い
。
こ
の
証
明
書
は

四
年
間
有
効
で

、
選
挙
の
と
き
に
投
票

用
紙
と
投
票
用
封
簡
を
請
求
す
る
の
に

必
要
な
も
の
で
す
。
選
挙
の
と
き
に
な

っ
た
ら
、
投
票
日
の
四
日
前
ま
で
に
、

こ
の
郵
便
投
票
証
明
書
を
投
票
用
紙
等

の
請
求
書
と
い
っ
し
ょ
に
提
出
し
て
投

槊
用
紙
・
投
票
用
封
筒
を
お
受
け
と
り

く
だ
さ
い
。
家
で
投
票
用
紙
に
記
載
し

た
ら
r
そ
の
投
票
用
紙
を
投
票
用
封
筒

に
入
れ
て
区
選
挙
管
理
委
員
会
に
郵
便

で
送
り
返
せ
ば
い
い
の
で
す
。

■
郵
便
投
票
証
明
書
を
お
受
け
に
な
り

た
い
方
は
、
申
睛
書
に
身
冰
葷
客
者
手

帳
(
ま
た
は
戦
傷
病
者
手
帳
)
を
そ
夕

て
区
選
挙
管
理
委
員
会
ま
で
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。
郵
送
で
も
、
身
近
な
方
に

も
っ
て
来
て
い
た
だ
い
て
も
け
っ
こ
丐

で
す
。
申
請
用
紙
は
区
選
挙
管
理
委
員

会
に
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
4

れ
ば
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

郵
便
に
は
日
数
が
か
か
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
、
証
明
書
の
請
求
・
投
羃

は
お
早
め
に
ど
う
ぞ
。

く
わ
し
く
は
、区
選
挙
管
理
委
員
会
へ
。

一票一票 の積 み重ねが明るい足立を作ります

立
候
補
予
定
者

説

明

会

区

長

選

挙

区

議

会

議
員

選

挙

四
月
二
十
七
日
に
行
な
わ
れ
る
、
足

立
区
長
選
挙
と
足
立
区
議
会
議
員
選
挙

の
立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
、
次
の
と

お
り
開
催
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の

選
挙

に
、
立

候
補
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方

は
、
必
ず
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

日

時
区
長
選
挙
立
候
補
予
定
者

二
月
二
十
五
日
(
火
)

区
議
会
議
員
選
挙
立
候
補
予
定
者

二
月
二
十
六
日
(
水
)

い
ず
れ
も
午
後
一
時
三
十
分
か
ら

場

所
　
区
役
所
七
階
会
議
室

な
お
、
当
日
の
出
席
者
は
、
一
立
候

補
予
定
者
に
つ
き
、
二
名
以
内
に
制
限

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、区
選
挙
管
理
委
員
会
へ

。

申
請
を
お
忘
れ
な
く

私
立
幼
稚
園
・
類
似
施
設
の

父
兄
に
補
助
金
が
で
ま
す

区
か
ら
毎
年
私
立
幼
稚
園
や
類
似
施

設
に
児
童
を
通
園
さ
せ
て
い
る
父
兄
　
(

保
護
者
)
に
補
助
金
が
で
ま
す
。

今
回
は
昨
年
十
月
か
ら
三
月
ま
で
の

六
か
月
分
(
後
期
分
)
が
支
給
さ
れ
ま

す
が
1
前
回
り
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の

前
期
分
を
申
請
さ
れ
な
か
っ
た
父
兄
の

方
も
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

昭
和
四
十
九
年
度
の
補
助
金
を
今
回
の

拠
出
期
限
ま
で
に
申
請
し
な
い
と
、
補

助
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
必

ず
期
間
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

補
助

金

を

受

け

ら

れ

る
父

兄

①
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
以
降

、
足

立
区
の
住
民
で
あ
る
こ
と

②
私
立
幼
稚
園
ま
た
は
頚
似
施
設
に
在

園
し
、
次
の
生
年
月
日
の
幼
児
を
も

っ
父
兄

●
満
五
歳
(
昭
和
四
十
三
年
四
月
二

日
～
沼
頤
四
十
四
甲
四
月
一
日

生
)

●
満
四
歳
(
昭
和
四
十
四
年
四
月
二

日
～
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日

生
)

③
保
育
料
を
、
三
月
分
ま
で
完
納
し
て

い
る
こ
と

補
助

金
の

額

と

支

給

時
期

①
五
歳
児
一
人
に
つ
き
月
額
二
千
円

②
四
歳
児
一
人
に
つ
き
月
額
千
円

③
支
給
時
期
は
三
月
下
旬

受
付
は

三
月
十
五
日
(
木
)
ま
で

申

請

の
方

法

①
足
立
区
内
の
私
立
幼
稚
園
お
よ
ぴ
類

似
施
設
の
園
児
の
保
護
者
は
園
に
手

続
き
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
、

く
わ
し
く
は
園
か
ら
脱
明
が
あ
り
ま

す
。

②
足
立
区
外
の
区
市
町
村
に
あ
る
、私

立
幼
稚
園
お
よ
び
類
似
施
設
に
在
籍

す
る
園
児
の
保
護
者
は
、本
人
が
直

接
、区
役
所
総
務
係
へ
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。(
郵
送
に
よ
る
申
請
は
、

事
故
が
多
い
た
め
叉
付
け
ま
せ
ん
)

直
接
個
人
で
申
請
す
る
と
き

必
要
な
も
の

▽
印
鑑

▽
園
児
在
籍
証
明
書
(
園
児
の
生
年

月
日
記
入
の
も
の
)

▽
保
育
料
納
入
済
証
明
書
ま
た
は
領

収
書
(
三
月
ま
で
納
入
の
も
の
)

●
銀
行
振
込
み
を
希
望
さ
れ
る
方
は

銀
行
名
・
支
店
名
・
口
座
番
号
を

確
認
で
き
る
預
金
通
帳
等
を
お
持

ち
の
う
え
、
お
い
で
く
だ
さ
い
。

そ
の

他

①
住
所
を
移
転
し
た
場
合
は
、
そ
の
区

に
在
住
し
た
月
分
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の

区
市
町
村
に
申
請
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

②
申
請
書
類
は
幼
稚
園
ま
た
は
区
役
所

総
務
係
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
係
へ
ど
う
ぞ
。

家
計
は
火
の
車

な
ん
と
か
し
よ
う
物
価
高

狂
乱
恫
喝

物
価
高
騰
な
ど
と
叫
ぱ

れ
は
じ
め
て
久
し
く
な
り
ま
す
。

そ
の
間

、
消
費
者
運
動
、
産
地
直
送

な
ど
が
盛
ん
に
な
り
、
地
域
ご
と
の
白

衛
が
行
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

区
で
も
、
区
民
の
み
な
さ
ん
の
生
活

の
助
け
に
な
る
よ
う
に
と
、
消
費
生
活

対
策
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

消

費
者

セ

ン

タ

―
の

ご
利

用

を

区
民
の
み
な
さ
ん
の
消
費
生
活
の
向

上
を
め
ざ
し
て
、昨
年
八
月
に
オ
ー
プ

ン
し
た
、
こ
の
セ
ン
タ
ー
に
は
、
い
ろ

い
ろ
な
設
備
が
整
っ
て
い
ま
す
。

み
る
施
設
…
パ
ネ
ル
な
ど
を
備
え
た
展

示
室
、
消
費
生
活
に
関
す
る
賢
料
室

が
あ
り
ま
す
。

き
く
施
設
(
消
費
者
相
談
)
…
消
費
生

活
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談
を
f
専

門
の
相
談
員
が
お
受
け
し
ま
す
。

た
め
す
施
設
(
テ
ス
ト
室
)
…
食
品
の

品
質

、
着
色
料
な
ど
の
テ
ス
ト
を
行

な
い
ま
す

。

考
え
る
施
設
…
生
活
に
関
す
る
各
種
講

習
会
を
開
く
ほ
か
、
消
費
者
ク
ル
ー

プ
の
集
会
場
に
使
え
ま
す

。

く
わ
し
く
は
、消
費
者
セ
ン
タ
ー
(
千

住
仲
町
三
　
　
八
七
〇
―
一
三
九
一

～
二
)
へ
ど
う
ぞ
。

消

費
者

教

室

①
日
時
…
二
月
二
十
一
日
(
金
)
午
後

一
時
三
十
分
か
ら
場
所
…
亀
有
僮
　

用
金
庫
竹
の
塚
支
店
会
議
室

テ
ー

マ
。
=『
合
成
洗
剤
の
安
全
性
を
考
え

る
』

購
師

東
京
医
科
歯
科
大
数

授

柳
沢
文
茴
先
生

②
日
時
…
二
月
二
十
七
日
(
木
)
午
後
　

一
時
三
十
分
か
ら
場
所
…
第
1
6
出

張
所
集
会
室
　
テ
ー
マ
…
「こ
れ
か

ら
の
消
費
生
活
は
い
か
に
あ
る
べ
き

か
」講
師
…
生
活
評
諭
家
西
川

和
子
先
生

受
購
料
…
い
ず
れ
も
無
料

肉

の

産
地

直

送

茨
城
県
畜
産
ミ
―
ト

セ
ン
タ
ー

か

ら
、
パ
ッ
ク
詰
め
さ
れ
た
豚
肉
を
直
送

し
、
市
価
の
一
了

三
剖
安
い
価
格
で
お

届
け
す
る
も
の
で
す
。

▽
第
一
地
区
…
千
住
・
霞
瀬
地
区
(
日

光
街
道
以
東
)
二
月
二
十
六
日
(

水
)
・
三
月
十
二
日
(
水
)

▽
第
二
地
区
…
西
新
井
地
区
(
日
光
街

道
以
西
)
二
月
二
十
八
日
(
金
)
　
　

・
三
月
十
四
日
(
金
)

取
扱
い
店
「
豚
肉
産
直
協
力
の
店
」
の

黄
色
い
た
れ
幕
を
店
頭
に
か
か
げ
て
い

ま
す
。
販
売
日
に
は
、
価
格
を
記
入
し

た
表
示
板
が
掲
示
し
て
あ
り
ま
す
。

魚

の

安
売

り

デ
ー

区
で
は
、
関
東
水
産
物
商
業
協
同
組

合
千
住
・
西
新
井
両
支
部
の
協
力
を
得

て
、
安
売
り
デ
ー
を
設
け
て
い
ま
す
。

毎
月
第
三
金
曜
日
で
、
値
段
は
通
常

価
格
の
二
割
引
き
程
度
で
す
。

魚
の
安
完
り
は
、
組
合
加
盟
店
の
出

血
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
「
魚
の
安
売
り
協

力
の
店
」
と
書
い
た
、
青
色
の
た
れ
幕

の
あ
る
お
店
で
販
充
し
ま
す
。

申込み殺到
好 評 の

区 民 保 養 所

愛称きまる
「湯河原あだち荘」に

区
で
は
じ
め
て
の
区
民
保
養
所
が

三
月
一
日
か
ら
、
縟
河
原
に
オ
ー
プ

ン
し
ま
す
が
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て

、

二
月
一
日
、
区
役
所
で
申
込
み
受
付

け
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
日
は
土
曜
日
で
役
所
は
午
前

中
の
は
ず
が
、
三
百
人
と
い
う
た
く

さ
ん
の
申
込
み
に
、
最
後
の
人
の
受

付
け
が
終
わ
っ
た
の
は
四
時

。
担
当

係
員
は
、
グ
ッ
タ
リ
し
な
が
ら
も
、

予
想
通
り
、
多
数
の
申
込
み
で
う
れ

し
い
悲
鳴
を
あ
げ
て
い
ま
し
た
。
お

か
げ
で
ご
二
月
分
は
ほ
ぽ
満
員
に
な

り
ま
し
た
。

な
お
、
四
月
分
の
申
込
み
は
、
三

月
一
日
か
ら
で
す
。
三
日
一
日
の
受

付
け
は
九
時
ま
で
に
見
え
た
方
で
抽

選
に
よ
り
申
込
順
位
を
決
め
ま
す
の

で
、
早
朝
か
ら
並
ん
で
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、区
民
の
み
な
さ
ん
に
、こ

の
保
養
所
の
愛
称
を
募
り
ま
し
た
と

こ
ろ
、多
数
の
応
募
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。審
査
の
結
果
「縟
河
原
あ
だ

ち
荘
」に
き
ま
り
、こ
の
名
前
を
つ

け
て
い
た
だ
い
た
方
の
中
か
ら
、抽

選
で
次
の
方
々
に
記
念
品
を
お
贈
り

し
ま
し
た
。(
敬
称
略
)

田
川
カ
ネ
　
小
坂
成
一
　
小
沢
慎

一
　
永
田
憲
治
　
野
沢
徳
太
郎

センター・児童館・老人館だより
□
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

六
〇
五
―
七
一
〇
一

■
コ
ー
ラ
ス
―
二
月
二
十
三
日
(
日
)
午
前
十
時

□
中
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
八
八
九
―
四
六
六
一

■
将
棋
の
つ
ど
い
―
二
月
二
十
三
日
(
日
)
午
後
一
時
三
十
分
■

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
―
二
月
二
十
六
日
(
水
)
午
後
三
時
■
ひ
な
ま

つ
り
の
つ
ど
い
―
三
月
一
日
(
土
)
午
後
一
時
三
十
分
■
フ
ォ
ー

ク
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ー
―
三
月
二
日
(
日
)
午
後
一
時

□

西

部

区

民
福

祉

セ

ン

タ

ー

　
八
九
七
―
五
〇
一
六

■
老
人
指
圧
マ
ッ
サ
ー
ジ
―
二
月
二
十
一
日
(
金
)
午
前
九
時
■

ひ
な
ま
つ
り
子
供
会
―
三
月
二
日
(
日
)
午
後
二
時
二
十
分
■
児

童
映
画
会
―
二
月
二
十
三
日
(
日
)
午
後
二
時
三
十
分
■
老
人
民

謡
教
室
―
二
月
二
十
五
日
(
火
)
午
後
二
時

□

千

住
区

民

福

祉
セ

ン

タ

ー

　
八
八
二
上

一
七
六
五

■
老
人
指
圧
サ
ー
ビ
ス
―
二
月
二
十
五
日
(
火
)
午
前
九
時
■
ひ

な
ま
つ
り
子
ど
も
会
―
三
月
二
日
(
日
)
午
後
一
時
三
十
分
■
紙

芝
居
―
二
月
二
十
三
日
(
日
)
午
前
十
時
三
十
分

□

西

伊

興
児

童

館

　
八
九
七
―
六
九
四
八

■
ギ
タ
ー
教
室
―
二
月
二
十
二
日
(
土
)
午
後
三
時
■
人
形
作
り

―
二
月
二
十
二
日
(
土
)
午
後
二
時
■
ひ
な
ま
つ
り
人
形
劇
―
三

月
二
日
(
日
)
午
後
二
時
■
卓
球
教
室
―
二
月
二
十
三
日
(
日
)

午
後
二
時
■
絵
本
作
り
卜
三
月
一
日
(
土
)
午
後
二
時
■
紙
芝

居
―
二
月
二
十
六
日
(
水
)
午
後
三
時

□

新

田

児
童

館

・
老

人
館

　
九
一
二
―
三
四
二
一

■
民
謡
教
室
一
二
月
二
十
八
日
(
金
)
午
後
一
時
■
皐
球
教
室
―

二
月
二
十
二
日
(
土
)
午
後
二
時
三
十
分
■
お
は
な
し
会
―
二
月

二
十
三
日
(
日
)
午
後
二
時
■
老
人
舞
踊
練
習
―
二
月
二
十
六
日
(

水
)
午
前
十
時

□

千

住
あ

ず
ま
児

童

館
・
老

人
館

　
八
八
二
―
一
二
一
八

■
お
ひ
な
さ
ま
を
作
ろ
う
―
二
月
二
十
七
日
(
木
)
午
後
二
時
■

子
ど
も
映
画
会
―
二
月
二
十
二
日
(
土
)
午
後
二
時

□

教

育

セ

ン
タ

ー

　
八
五
〇
―
八
八
〇
一

■
折
り
紙
教
室
―
二
月
二
十
六
日
・
三
月
五
日
・
十
二
日
・
十
九
日
　
(

水
)
午
後
二
時
-
先
着
四
十
名
、申
込
み
受
付
は
二
月
二
十
日
(

木
)
か
ら
■
レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト―
毎
週
木
畷
日
午
後
六
時

■
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
一
般
投
影―
毎
週
木
曜
日―
午
後
六
時
三
十
分

毎
週
土
曜
日
―
午
後
一
時
三
十
分
、
午
後
三
時
、
午
後
六
時
三
十
分

□
花
畑
区
民
セ
ン
タ
ー
　
八
五
〇
―
二
六
一
七

■
ひ
な
ま
つ
り
子
ど
も
会
―
三
月
一
日
(
土
)
午
後
三
時
■
料
理

教
室
―
二
月
二
十
七
日
(
木
)
午
後
一
時
三
十
分
…
材
料
費
三
百
円

■
押
絵
の
お
ひ
な
さ
ま
―
二
月
二
十
六
日
(
水
)
午
後
二
時
…
材
料

費
七
百
円
■
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
―
二
月
二
十
二
日
(
土
)
午
後
二
時

<
各
教
室
と
i
を
明
記
し
て
い
な
い
I
料
で
す
>

〔申
込
み
と
く
わ
し
い
こ
と
は
、一
接
各
施
般
の
事
務
室
へ
〕

訂
正
と

お
わ
び

前
号
二
月
五
日
号
の
住
民
税
申
告
書
の
書
き
方

の
文

中
、
⑩
算
出
所
得
割
類
の
出
し
方
の
項
で
誤
ま
り
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
訂
正
し
ま
す
。

(
誤
)
四
〇
万
円
×
1
0
0
/
2
―
八
千
円

(
正
)
四
〇
万
円
×
2
/
1
0
0
―
八
千
円

■ 区役所( 教育委員会を含む) 882―1111　第二庁舎889―6161　足立福祉事務所888―3141　中部福祉事務所889―1481　東部福祉事務所605―7105　西部福祉事務所897―5011
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家
庭

新
入
学
の
お
子
さ
ん
の
い
る
家
庭
へ

準
備
は
お
す
み
で
す
か

四
月
に
小
学
校
へ
入
学
さ
れ
る
お

子
さ
ん
の
家
庭
で
は
、
も
う
単
娉
は

お
す
み
で
す
か
。
入
学
を
ひ
か
え
て

の
心
得
を
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

健

康

診

断

に

つ

い

て

入
学
す
る
お
子
さ
ん
の
い
る
家
庭

に
は
、
区
役
所
か
ら
健
康
診
断
の
通

知
が
い
き
ま
す
。
内
容
は
、
身
体
検

査
と
知
能
検
査
で
す
。

身
体
検
査
で
、
病
気
が
あ
る
と
い

わ
れ
た
お
子
さ
ん
は
、
平
め
に
治
療

し
て
お
き
ま
し
″
う
。

知
能
検
査
は
、
入
学
し
て
か
ら
の

参
考
に
す
る
た
め
で

、
入
学
試
験
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
果
に
こ
だ
わ
ら

す
、
入
学
後
、
担
任
の
先
生
の
指
導

を
受
け
て
よ
り
よ
い
し
つ
け
に
役
立

て
ま
し
ょ
う
。

た

い

せ

つ

な

独

立

心

近
ご
ろ
の
一
年
生
は
、
幼
稚
園
、

保
育
園
で
の
集
団
生
活
に
慎
れ
て
い

て

、
位
い
た
り
、
お
も
ら
し
し
た
り

す
る
子
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
気
お
く
れ
し
た
り
、
緊
眼
し

た
り
す
る
子
は
い
る
も
の
で
す
。

▽
は
っ
き
り
話
が
、で
き
る
よ
う
に

一
年
生
の
先
生
は
、
子
ど
も
が
緊

張
し
た
り
、
ま
ご
つ
か
な
い
よ
う
、

心
く
ぱ
り
を
し
て
く
れ
ま
す
。
し
か

し
、
大
ぜ
い
の
子
ど
も
の
様
子
を
先

ま
わ
り
し
て
見
と
ど
け
る
の
は
大
変

な
こ
と
で
す
。

困
っ
た
と
と
や
ど
う
し
て
よ
い
か

り
が
ら
な
い
と
癨
ド
遣
ん
で
先
冷
汗
一

話
せ
る
よ
う
に
し
t
お
き
ま
し
ょ

う
。

∇
自
分
の
こ
と
は
、
自
分
で

学
用
品
の
出
し
人
れ
、
靴
や
幡
子

の
始
末
、
着
が
え
な
ど
自
分
で
で
き

る
よ
弓
繍
瞽
し
て
お
き
ま
し

。
う
。

ラ
ン
ド
セ
ル
が
よ
ご
れ
る
な
ど
と

考
え
ず
に
、
出
し
た
父

れ
た
り
、

と
め
金
を
か
け
た
り
で
き
る
よ
う
に

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

▽
物
の
準
備
は
、
子
ど
も
と
と
も
に

学
用
品
の
中
に
は
、
学
校
指
定
の

も
の
が
あ
る
の
で
、
早
く
か
ら
準
備

し
な
い
ほ
う
が
よ
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
近
所
の
方
に
聞
い
た
り

、
説
明

会
な
ど
の
後
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

物
に
名
前
を
書
く
と
き
に
は
、子

ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
や
り
ま
し
ょ
う

。
自
分
の
名
前
が
読
め
る
よ
う

は
ご
豕
た
ど
こ
に
書
い
t
あ
る
か
を

り
が
ら
せ
て
お
く
こ
と
も
た
い
癨
つ

で
す
。

▽
安
全
な
道
を
通
学
路
に

学
校
で
は
、比
較
的
安
全
な
道
を

通
学
路
と
し
て
指
定
し
て
あ
り
ま

す
。こ
れ
を
利
用
し
た
瀘
を
子
ど
も

と
約
東
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
、何
回
か
、い
っ
し
ょ
に

歩
い
て
、信
号
の
見
方
、道
の
渡
り

方
や
歩
き
方
、危
険
な
場
所
を
し
っ

か
り
枚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

□

定

期

予

防

接

種

を

受

け

て

く

だ

さ

い

昭
和
五
十
年
四
月
に
入
学
す
る
方

を
対
象
に
し
て
、
種
痘
(
2

期
)

、

ジ
フ
テ
リ
ア
(
3

期
)
の
予
防
接
種

を
行
な
い
ま
す
。

実
施
月
日
、
会
場
、
接

畤
の
注

意
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
該
当

者
へ
通
知
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
こ

れ
を
確
認
の
う
え
、
会
場
に
お
い
で

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は
保
健
所
業
務
係
へ

足
立
保
健
所
　
八
四
〇
―
五
一
四
一

千
住
保
健
所
　
八
八
八
-
四
二
七
七

足
立の

史
話

日
光
街
道
を
た
ず
ね
て
(
6
3
)

―
―
旧
島
根
村
か
い
わ
い
　
そ
の
一
―
―

勝
山
準
四
郎

そ
の
昔
旧
道
を
歩
む
旅
人
に
と
っ
て

、
梅
田
村

を
遥
き
る
と
島
根
村
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
に
梅
島

の
名
前
は
出
て
こ
な
い
。
と
こ
ろ
が
今
は
、
梅
島

駅
を
越
す
と
梅
島
何
丁
目

。
環
七
通
り
を
渡
っ
て

や
っ
と
島
根
何
丁
目
と
な
る

。
す
っ
か
り
馴
染
み

に
な
っ
た
こ
の
梅
島
の
地
名
が
生
れ
た
の
は
明
治

二
十
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
区
内
の
他
の

旧
町
村
と
同
様
そ
の
年
の
五
月
市
町
村
制
施
行
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
梅
田
村
、
島
根
村
、
要
原

町

、
小
右
衛
門
新
田
の
四
ヶ
村
が
合
併
し
て

、
梅

田
と
島
濆
の
頭
文
字
を
と
っ
て
梅
島
村
(
後
に
町
)

が
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
元
の
村
々
は

大
字
名
と
し
て
残
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

年
移
っ
て
昭
和
七
年
十
月
一
日
、
南
足
立
耶
三

町
七
ヶ
村
全
城
が
東
京
市
に
編
入
さ
れ
、
足
立
区

の
誕
生
と
と
も
に
、
梅
島
町
は
解
消
し
、
そ
の
名

は
学
校
や
駅
名
に
だ
け
覡
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
昭
和
二
十
年
三
月
東
武
練
両
側
の
細
長
い
区
域

が
梅
島
町
と
し
て
、
当
時
の
梅
田
町
、
島
根
町
、

千
住
弥
生
町
、同
栄
町
か
ら
分
離
し
て
独
立
し
た
。

前
と
は
意
味
は
違
う
が
、
と
に
か
く
梅
島
の
地
名

が
十
三
年
ぷ
り
に
復
活
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
昭
和
四
十
一
年
四
月
か
ら
の
、
住
居
表
示
に
よ

る
町
名
改
正
で
、
そ
の
梅
島
の
名
は
更
に
環
七
通

り
ま
で
押
し
拡
げ
ら
れ
た
。
旧
道
の
東
側
は
梅
島

―
、
二
丁
目
、
西
側
が
三
丁
目
で
あ
る
。
今
は
す

っ
き
り
し
た
町
名
、
衒
区
符
号
で
あ
る
が
、
改
正

時
に
区
庄
居
表
示
課
で
発
行
し
た
案
内
図
を
見
る

と
、
な
る
程
や
や
こ
し
い
も
の
で
あ
る
。
た
っ
た

こ
れ
だ
け
の
区
域
な
の
に
、
元
の
四
ッ
の
大
字
が

全
那
顔
を
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
島
根
町
が
主
で

あ
る
か
、
栗
原
町
、
小
右
衛
門
町
、
梅
田
町
、
梅

島
町
も
あ
り
、
国
道
寄
り
か
ら
は
旧
千
住
町
分
の

千
住
栄
町
が
旧
道
近
く
ま
で
複
雑
に
入
り
こ
ん
で

い
る
。
特
に
粟
原
町
の
飛
ぴ
地
は
島
根
町
内
に
あ

ち
こ
ち
と
く
い
込
ん
で
い
る
。
極
端
な
例
で
は
区

立
十
中
の
敷
地
内
に
は
、
小
さ
く
三
ヶ
所
も
栗
原

番
地
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
住
居

喪
示
の
意
義
が
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
元
来
町
(
旧
村
)
境

は
田
甫
、
畑
の
畦
道
で
区
切
ら
れ
る
こ
と
か
多
か

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
曲
り
く
ね

。
た
畦
道
に
伺
十

年
同
百
年
の
開
拓
の
歴
史
が
秘
め
ら
れ
、
そ
の
I

曲
り
が
汗
と
男
力
の
鰍
先
の
結
晶
な
の
で
あ
る
。

又
そ
の
土
地
が
田
甫
、
畑
で
あ
っ
た
頃
は
、
飛

ぴ
地
で
あ
れ
、何
町
で
あ
れ
何
村
で
あ
っ
て
も
、一

向
気
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
人

か
住
み
つ
い
て
、は
じ
め
て
便
、不
便
か
起
こ
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
な
り
に
そ
の
地
域
に
庄

ん
で
い
る
と
、そ
の
土
地
の
住
居
意
鰔
か
生
ま
れ
、

町
名
は
ど
う
変
っ
て
も
、
自
治
会
の
組
廠
は
そ
の

ま
ま
で
あ
り
、
お
祭
り
の
集
り
も
別
々
で
あ
る
。

結
局
人
の
心
の
つ
な
が
り
は
そ
う
簡
畊
に
は
変

わ
ら
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

前
一
き
が
長
く
な
っ
た
が
本
題
の
旧
島
根
村
に

書
を
進
め
た
い
。
本
村
は
、
南
北
一

。三
キ
ロ
程

で
あ
る
が
、
東
西
は
約
三
キ
ロ
に
近
い
大
き
さ
で

あ
る
。
昔
か
ら
の
村
の
中
心
は
、
旧
梅
田
村
と
同

様
旧
道
の
西
側
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り

旧
道
よ
り
も
古
い
道
が
そ
ち
ら
を
通
っ
て
い
た
の

て
あ
る
。　
(

つ
づ
く
)

訂
正
　
前
回
の
一
月
二
十
日
号
文
中
の
、
梅
島

駅
開
通
初
日
の
切
符
売
上
額
「
金
二
円
五
十
銭
」

は
金
二
円
三
十
鉄
に
、
「
第
二
庁
舎
前
大
名
橋
」

を
大
石
橋
に
訂
正
し
ま
す
。

旧日光街道梅島 駅北通り

あ
んない

お
知
ら
せ

■
五
反
野
駅
前
に

自
転
車
置
場
誕
生

綾
瀬
駅
自
転
車
曜
場
の
般
置
に
引
続

き
、
東
武
沿
線
各
駅
へ
の
設
一

工
事
を

す
す
め
て
き
ま
し
た
が
。
こ
の
ほ
ど
五

反
野
駅
に
自
転
車
置
場
が
誕
生
し
ま
し

た
。ま

た
現
在
工
事
中
の
竹
の
塚
駅
、
梅

島
駅
に
つ
い
て
は
ご
二
月
中
旬
頃
ま
で

に
尭
成
す
る
予
定
で
す
。

◇
五
反
野
駅
か
ら
小
昔
駅
寄
り
高
架
下

約
一
二
○
㍍
…
約
七
四
〇
台
収
容

◇
竹
の
家
駅
東
口
北
側
(
補
助
二
六
一

号
線
ク
リ
ー
ン
ベ
ル
ト
地
帯
)
駅
か

ら
約
一
五
〇
㍍
…
一
、一
三
六
台
収

容
(
自
転
車
置
台
付
)

◇
梅
島
駅
か
ら
五
反
野
駅
寄
り
高
架
下

約
一
八
〇
㍍…
約
四
〇
〇
台
収
容
、

な
お
、
五
反
野
、
梅
島
の
照
明
工
事

に
つ
い
て
は
、
若
干
遅
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◎
利
用
者
の
み
な
さ
ん
は
、
自
転
嗔
置

場
が
股
置
さ
れ
た
ら
、
必
ず
置
場
を
こ

利
用
く
だ
さ
い
。
歩
道
な
と
へ
放
置
す

る
こ
と
は
、
お
互
い
の
迷
惑
に
な
り
ま

す
。

■
共
同
住
宅
等
の
電
気
税
・
ガ
ス
税

免

税

点

の

取

扱

い

が

変

わ

り

ま

す

電
気
や
ガ
ス
の
メ
ー
タ
ー

が
一
つ
し

か
つ
い
て
い
な
い
共
同
住
宅
籌
に
お
住

み
の
世
帯
の
場
合
、
電
気
税
・
カ
ス
税

の
免
税
点
の
取
扱
い
が
一
月
か
ら
変
わ

り
ま
し
た
。

こ
れ
で
共
同
住
宅
全
体
の
電
気
・
ガ

ス
の
一
か
月
の
使
用
料
金
か
、
免
税
点

の
金
額
に
入
居
世
帯
蝕
を
乗
じ
た
額
以

下
な
ら
税
金
は
か
か
ら
な
く
な
り
ま
し

た
。
(
一
世
帯
あ
た
り
の
免
税
点
は
、

電
気
二
千
円
、
ガ
ス
四
千
円
)

例

二
世
帯
の
共
同
庄
宅
の
電
気
使

用
料
の
場
合
、
合
計
か
四
千
円

(
二
千
円
×
二
世
帯
)
以
下
な

ら
、
税
金
が
か
か
り
ま
せ
ん

対
象
住
宅
-
二
世
帯
以
上
が
居
住
す
る

共
同
住
宅
等
で
あ
る
こ
と

適
用
条
件
―
世
帯
ご
と
に
部
屋
が
区
分

さ
れ
、
生
活
も
独
立
し
て
い
る
こ
と

※
た
だ
し
、
Q
家
ま
の
世
帯
と
下
宿
人

ま
た
は
間
借
人
の
み
が
居
住
す
る
共
同

住
宅
等
'
R

富
理
人
が
居
住
し
な
い
寄

宿
舎
、
独

身
寮
等
は
適
用
さ
れ
ま
せ

ん
。申

出
と
問
い
合
わ
曾
は
、
区
役
所
課

税
課
庶
務
係
、
電
力
会
社
支
社
、
ガ
ス

会
社
営
業
所
へ
ど
う
ぞ
。

■
生
活
設
計
に
は

簡
易
保
険
を

郵
便
局
で
は
、
一
月
か
ら
三
月
の
期

間
『
明
る
い
く
ら
し
の
般
計
聞
易
保
険

新
加
入
運
助
』
を
爽
施
し
て
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
明
る
い
こ
家
庭
を

つ
く
る
一
助
と
し
て
郵
便
局
の
簡
易
保

険
を
と
り
入
れ
て
く
ら
し
の
股
計
を
お

立
て
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、
最
寄
り
の
郵
便
局
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
輸
血
の
血
液
が

無
料
に
な
り
ま
し
た

赤
十
字
で
は
、
献
血
さ
れ
た
方
々
の

善
意
を
広
く
お
よ
ば
し
、
す
こ
し
で
も

患
者
の
負
担
を
な
く
す
た
め
に
、
血
液

を
無
料
に
し
ま
し
た
。

昭
和
四
十
九
年
以

降
に
輸

血
を
受

け
、
血
液
代
金
(
自
己
負
担
金
分
)
を

医
療
機
関
に
支
払
っ
た
方
に
は
、
日
本

赤
十
字
社
が
そ
の
負
担
金
分
を
お
支
払

い
し
ま
す
。
そ
の
た
め
血
液
代
金
は
実

質
的
に
無
料
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
該
当
す
る
方
は
医
療
機
関
・

血
液
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
に
用
憲
し
て
あ

る
申
硝
用
紙
(
輸
血
を
受
け
た
証
明
が

必
要
)
に
記
入
し
、お
近
く
の
赤
十
字
血

液
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

▼
葛
飾
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
(
葛
飾
　

区
立
石
五
一
一
一
―
二
五
`
-
六
九
三
　

―
五
七
〇
一
～
二
)

■
競
争
入
札
参
加

願
い
を
受
付
け
ま
す

昭
和
五
十
年
度
に
お
い
て
区
の
、
建

股
工
蓼
恂
品
等
の
饋
争
入
札
に
参
加
を

希
望
さ
れ
る
方
は

、
次
に
よ
り
所
定
の

様
式
で
届
出
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
―
二
月
二
十
五
日
(
火
)
か

ら
三
月
二
十
日
(
木
)
ま
で

受
付
時
間
-
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
、

午
後
四
時
ま
で
(
正
午
か
ら
午
後
一

時
は
除
く
)
土
昭
日
は
午
前
十
一
時

三
十
分
ま
で

※
区
内
業
者
の
方
は
コ
二
月

八
日
(

土
)
午
後
一
時
i
二
時
の
間
も
燮

付
ま
す
。

用
紙
■
東
京
都
財
務
局
所
定
様
式

(東
京
都
弘
済
会
で
販
売
)

く
わ
し
く
は
、区
役
所
経
理
課
契
約

鮹
一
・
諂
二
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
生
活
保
護
世
帯
に
　

見
舞
金
を
贈
り
ま
す

区
と
都
で
は
、
生
活
保
護
吐
帯
の
労

苦
を
ね
き
ら
う
た
め
、
見
舞
金
を
お
贈

り
い
た
し
ま
す
。

支
給
対
象

二
月
一
日
現
在
、
生
活
保
讚
受
給
中

の
世
帯
。

支
給
金
額一

人
世
帯
　

三
千
円

(
但
し
、
舉
身
入
院
の
方
は
二
千
円
)

二
～
三
人
世
帯
　

五
千
円

四
人
以
上
世
帯
　

七
千
円

支
給
方
法

三
月
分
生
活
保
護
費
と
い
っ
し
″
に

口
座
に
掫
込
み
ま
す
。(
な
お
、
口

座
の
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
別
途
通

知
の
う
え
援
護
課
の
窓
口
で
支
給
し

ま
す
。)

問
い
合
わ
せ
は

、
区
役
所
二
階
援
護

係
へ
ど
う
ぞ

。

催
し
も
の

■
区
民
フ
ォ
ー
ク

ダ
ン
ス
の
タ
ベ

日
時
-
二
月
二
十
七
日
(
木
)

会
場
―
千
寿
第
三
小
学
校

費
用
―
無
料
(
入
場
自
由
)

連
絡
先
I
足
立
区
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
連
盟

八
八
一
一

九
〇
六
五

■
経
済
講
演
会

日
時
―
二
月
二
十
四
日
(
月
)

午
後
一
時
三
十
分
～
三
時

会
場
―
区
役
所
七
階
大
会
嶼
室

テー
マ―
「
昭
和
五
十
年
の
日
本
経
済

と
企
業
環
境
」

講
師
―
慶
応
義
塾
大
学
教
授

加
康

寛
氏

主
催
-
足
立
区
・
東
京
商
工
会
笊
所
足

立
支
部

受
講
料
―
無
料

ご
注
意

■
原
動
機
付
自
動
車
を

お
持
ち
の
方
へ

昭
和
五
十
年
度
原
動
機
付
自
転

車

コ

ニ
五
巴

ま
で
の
課
税
時
期
に
な

り
ま
し
た
。

原
助
機
忖
自
転
車
の
税
金
は
廃
皐
月

に
よ
る
月
割
課
税
で
は
な
く
、
昭
和
五

十
年
四
月
一
日
現
在
登
録
さ
れ
て
い
る

瞋
に
つ
い
て
年
間
課
税
さ
れ
、
四
月
二

日
以
降
に
廃
車
手
続
き
を
し
て
も
税
金

は
年
税
額
全
韻
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

そ
こ
で
原
助
機
忖
自
転
車
を
お
持
ち

の
方
で
不
用
に
な
っ
た
と
か
、
嶐
理
不

能
で
乗
れ
な
い
も
の
、
ま
た
他
人
に
瞳

っ
た
方
、
区
外
へ
転
出
し
た
方
は
三
月

三
十
一
日
ま
で
に
廃
車
手
続
き
を
取
っ

て
く
だ
さ
い
。

手
続
さ
は
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
、
標

職
交
付
証
明
書
、
印
鑑
を
お
持
ち
の
う

え
、
区
役
所
第
一
課
税
係
、
ま
た
は
第

二
庁
舎
第
二
課
税
係
へ
お
い
で
く
だ
さ

い
。(
出
張
所
で
は
取
扱
い
は
し
て
い

ま
せ
ん
)

も
し
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
紛
失
ま

た
は
破
狽
し
た
場
合
は
標
陳
弁
償
金
二

百
円
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■

お

す

み

で

す

か

特
別
区
民
税
(
第
四
期
分
)

納
期
限
(
一
月
三
十
一
日
)
は
す
ぎ

ま
し
た
が
、
二
月
中
は
ま
だ
、
銀
行
・

信
用
金
庫
・
儒
用
結
合
・
農
業
協
同
組

合
で
も
納
め
ら
れ
ま
す
(
納
税
通
知
書

を
必
ず
ご
持
参
く
だ
さ
い
。)

▽
納
税
相
談
は
区
役
所
一
階
納
税
課
へ

と
う
ぞ
。

■
米
飯
提
供
業
者

の
登
録
を

米
飯
提
供
業
者
(
旅
鰌
、一
般
食
堂
、

す
し
塵
、
割
烹
、
そ
ば
屋
、
給
食
セ
ン

タ
ー
等
)
と
し
て
営
業
す
る
た
め
に
は

食
糧
籥
理
法
に
も
と
づ
く
登
録
か
必
要

で
す
。

現
に
登
録
を
受
け
て
い
て
‘
、登
録
有

効
期
限
か
I
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
万
、

現
在
営
業
し
て
い
て
ま
だ
登
録
し
て
い

な
い
方
は
、
次
に
よ
り
登
録
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
間
―
二
月
二
十
日
(
木
)
～
三

月
一
日
(
土
)

持
参
す
る
も
の
―
印
鑑
、手
数
料
四
百

五
十
円
、旧
覲
鍄
搴
(
ま
た
は
保
健
所

の
許
可
番
气

有
効
期
間
お
よ
び
店

主
の
生
年
月
日
を
メ
モ
し
た
も
の
)

申
一
と
問
い
合
せ
先
―
区
役
所
一
階
消

費
生
活
係
へ

ご
利
用
を

■
緑
の
相
談
コ
ー
ナ
ー

春
の
お
と
ず
れ
と
と
も
に
、
い
ま
ま

で
眠
っ
て
い
た
木
々
の
芽
や
草
花
も
さ

か
ん
に
活
勳
を
は
じ
め
ま
す
。
庭
づ
く

り
や
鉢
い
じ
り
な
ど
で
お
困
り
の
方
、

ま
た
は
こ
れ
か
ら
は
じ
め
ら
れ

る
方

は

、
「
縁
の
相
談
コ
ー
ナ
ー
」
へ
お
い

で
く
だ
さ
い
。
庭
木
・
観
粟
樶
物
の
手

入
れ
、
草
花
の
冐
て
方
、
家
庭
粟
園
の

作
り
方
や
病
虫
書
の
駆
除
方
法
な
ど
、

緑
に
つ
い
て
の
と
ん
な
ご
質
問
に
も
お

答
え
し
ま
す
。

相
談
日
時
―
毎
月
第
二
火
曜
日

午
後

一
時
～
四
時
三
十
分

櫑
所
卜
区
役
所
一
階
相
談
室

■
職
業
適
性
相
談

検
査
・
相
談
日
―
休
日
を
除
く
毎
日
(

土
曜
日
は
午
前
中
の
み
)

受
付
時
間
―
午
前
八
時
四
十
五
分
～
九

畤
、
午
後
○
時
四
十
五
分
～
一
時

対
象
―
十
五
歳
以
上
の
方

賢
用
―
検
査
用
紙
代
百
四
十
円
(
相
談

は
無
料
)

く
わ
し
く
は
、
東
京
都
職
業
相
談
所
(

文
京
区
後
楽
一
■
九
―
二
○

昔
八

一
一
-
二
二
二
二
)
へ
と
う
そ
。

■
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

出
張
相
談

日
時
―
二
月
二
十
七
日
(
木
)
午
後
一

時
一

所
―
区
役
所
第
二
庁
舎
会
議
室

内
容
―
婦
人
を
対
象
に
、
求
職
相
談
、

職
業
相
談
、
パ
ー
ト
求
人
受
理
等

問
い
合
わ
せ
先―
足
立
公
共
職
業
安
定

所
　
六
二
〇―
三
三
八
一

■

無

料

納

税

相

談

日
時―
二
月
二
十
一
日
(
金
)
午
前
十

一

時
～
午
後
四
時

場
所―
足
立
税
務
経
営
掬
導
所
(
千
住

旭
町
四
-
一
七

三
和
ビ
ル
内

昔

八
八
ニ
―
九
四
一
七
)
、
西
新
井
税

務
経
営
指
導
所
(
栗
原
三
■
一
〇
1

」
五
T
K
S

ビ
ル
内
　
八
八
九
丿

四
六
〇
八
)

募

集

■

職

員

募

集

職
種
―
児
X
厚
生
(
学
童
保
育
ク
ラ
ブ

担
当
職
員
)

募
集
人
員
■
若
干
名

応
募
資
格
I
短
大
卒
程
度
以
上
で
、
次

の
う
ち
一
つ
の
賢
格
免
許
を
持
っ
た

四
十
歳
末
飃
の
女
性
の
万

①
保
母

賢
格
'
@

幼
稚
園
教
諭
免
許
、
⑤
小

中
学
校
教
諭
免
許

応
募
万
法
　
一
二
月
二
十
八
日
(
金
)
ま

で
に
、
履
歴
書
一
通
を
区
役
所
人
事

第
一
係
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■

東

京

都

理

容

学

校

春

季

生

徒

募

集

応
募
資
格
―
都
内
に
住
み
、
新
制
中
学

卒
業
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学

力
を
有
す
る
方

募
集
人
員―
昼
間
郎
一
五
〇
名
、
夜
間

祕
七
〇
名

受
付
練
切
日
―
三
月
六
日
(
木
)

試
験
日
一
三
月
九
日
(
日
)
～
十
二
日

(
水
)

問
い
合
わ
せ
先
■
東
京
都
理
容
学
校
庶

務
係
(
千
代
田
区
西
神
田
一
-
=
T

四
　
二
九
三
―
九
八
七
一
)

"申告所得税確定申告( 第3期分) の納税等について"

( i )搬 替 納 税 を 利 川 し て い る 方 は 、 観 蕚 番 か ら 送 付 さ

れ た「 顯 瞽 用 納 付 書 」 に 納 付 金 額 を 記 入 し 、 確 定 申 告

書 に 添 え て 、 杖 務 署 に 提 出 し て く だ さ い 。

e 振 鈴 納 梃 を 刊 用 し て い な い 方 は 、 税 務 署 か ら 送 什

さ れ た 納 付 書 を 蛯 っ て 、3 月15 日 ま で に お 納 め く だ さ

い。

な お 、 こ の 瞭 奴 詐 納 税 の ご 刊 用 を お す す め し ま す。

@ 弟3 期 分 の1/ 2 以 上 を 期 限 内 に 納 付( 搬 昔 納 税 も

含 む) さ れ ま す と 、 残 貘 は5 月31 日 ま で 延 納 す るこ と

か で き ま す 。

た だ し 延 納 期 間 中 は 、年7. 3%( 日 少2 銭) の 創 合 で 叶

算 し た 利 子 税 が か か り ます 。

◎ 還付を受けるための申告書は、なるべく2月中に

提 出 し て く だ さ い。 申 を 書 の 受 付 順 に 還 付 の 手 続 き を

と り ま す。

"納税証明書を請求なさる方へお願い"

3月は確定申告書提出や、その整理等のため混雑し

て い ま す の で 、 こ の 期 間 は な る べ く さけ て く だ さ い。

ま た 、 最 近( 1 ヶ 月l i 度) に お い て 、 巾 告 ま た は 納

付 さ れ て い る 場 合 は 、 「 申 告 書 の 倥 」 お よ び 納 付 碕 の

「 慨 収 証 書 」 をご 持 参 く だ さり 。

問 い 合 わ せ は 税 筋 署 昔 理 徴 収 部 門 へ

足 立 税 務 署s888- 6241 ・ 西 新 井 税 務I s&40- 1111

■ スポーツ教室開催中( 卓球・バスケット・体操) 、なおバレーボールは3 月から開催します( 花畑小は開催中) 。 K・NO・T214, 000


